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１ 計画の趣旨 

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」（以下「障害者総合支

援法」という。）では、障害福祉サービス等の提供の確保を図るため、数値目標やサービス

の見込量などを定める障害福祉計画を市町村が策定することとされており、松本市では平成

１８年度から令和２年度まで３年ごとに策定し計画の推進に努めてまいりました。 

障害者総合支援法の一部改正により、平成３０年４月から障害児福祉計画の策定が加わり、

また、児童福祉法の一部改正では、障害児通所支援等の確保に関する計画の策定が義務づけ

られ，地域での生活の継続を進めていくための環境整備が求められています。 

このたび、「第５期障害福祉計画」及び「第１期障害児計画」の計画期間（平成３０年度

～令和２年度）の終了に伴い、国・県の動向やこれまでの計画の実績、サービス利用の状況

等を踏まえ、障害児・障害者施策の充実に向け、「第６期障害福祉計画」及び「第２期障害

児福祉計画」（令和３年度～令和５年度）を策定するものです。 

    

２ 計画の性格 

この計画は、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき、国の「障害福祉サービス等及び

障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」（以下「基本指針」という。）

に沿って、各種障害福祉サービス・相談支援及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等

の必要な見込量やその見込量の確保のための方策に関する実施計画を定めるものです。 

 

【主に定める事項】 

○ 各年度における障害福祉サービス及び障害児通所支援の種類ごとの必要量の見込み 

○ 障害福祉サービス・相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策 

○ 障害児通所支援・障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策 

○ 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関すること 

 

 

 

 

  

     

障害福祉サービス 

障害児福祉サービス 
・年度別 必要見込量 

・見込量確保のための方策 

地域生活支援事業 
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３ 計画期間 

「第６期障害福祉計画」及び「第２期障害児福祉計画」の計画期間は、国の基本方針に従

って、令和３年度から令和５年度までの３年間とします。 

 

 

４ 障害者の状況 
（１） 松本市の人口推移 

                                （各年３月３１日現在） 

  28年度 29年度 30年度 31年度 ２年度 

松本市の人口 

人 

241,112 240,276 239,519 238,647 237,840 

 

 

年少人口（0歳～14歳） 32,990 32,385 31,829 31,418 30,879 

生産年齢人口（15歳～64歳） 143,259 142,379 141,695 140,898 140,216 

老年人口（65歳以上） 64,863 65,512 65,995 66,331 66,745 

  ※ 住民基本台帳の登録人口による 

 

（２） 障害別障害者数推移 

  障害別、手帳所持者数及び精神障害者自立支援医療利用者数の推移 （各年３月３１日現在） 

  28年度 29年度 30年度 31年度 ２年度 

身体障害者手帳① 
人 10,758 10,568 10,555 10,260 9,760 

人口比（％） 4.46 4.40 4.41 4.30 4.10 

療育手帳② 

 

人 1,874 1,948 2,037 2,101 2,024 

人口比（％） 0.78 0.81 0.85 0.88 0.85 

精神保健福祉手帳③ 
人 2,061 2,228 2,305 2,612 2,802 

人口比（％） 0.85 0.93 0.96 1.09 1.18 

自立支援医療（旧精神障害

者通院医療費公費負担） 

人 3,836 4,070 3,915 4,501 4,664 

人口比（％） 1.59 1.69 1.63 1.89 1.96 

障害手帳全体①＋②＋③ 
人 14,693 14,744 14,897 14,973 14,586 

人口比（％） 6.09 6.14 6.22 6.27 6.13 

※ 自立支援医療は精神保健福祉手帳を持っていない方も利用している。 
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  ア 身体障害者手帳数の減少は人口減に比例しているものと考えられます。 

  イ 療育手帳者数は毎年平均３７．５人づつ増加しており微増の傾向がみられます。 

  ウ 精神保健福祉手帳者数は毎年平均１８５．２人づつ増加しており、大幅な増加の傾向がみられ

ます。 

    障害者数の状況から障害福祉サービスの見込量については、事業により増・減・現状維持等の

判断が難しい状況となってきています 
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５ 計画の位置づけ 

本市の障害児・障害者の福祉を目的とした計画には、障害者計画、障害福祉計画、障害児

福祉計画があります。以下その計画の位置づけについて説明します。 

 （１） 計画の法的根拠 

   ア 障害者計画 

     障害者基本法第１１条第３項に基づく市町村福祉計画で、市の障害者施策を総合的かつ

計画的に推進するための理念や方針、施策や事業を定める基本計画です。 

   イ 障害福祉計画 

     障害者総合支援法第８８条第１項に基づく市町村障害福祉計画で、計画期間各年度の障

害福祉サービスや地域生活支援事業の見込量や提供体制を定める実施計画です。        

当計画はこれに該当します。 

   ウ 障害児福祉計画 

     児童福祉法第３３条の２０第１項に基づく市町村障害児福祉計画で、計画期間各年度の

障害児通所支援及び障害児相談支援事業の見込量や提供体制を定める実施計画です。 

     当計画はこれに該当します。 

 （２）計画の位置づけ 

「第６期障害福祉計画」及び「第２期障害児福祉計画」は松本市総合計画、地域福祉計画

等、本市における保健・福祉に関連する他の計画と整合を保ちながら策定します。 

 

【 「障害福祉計画・障害児福祉計画」と「障害者計画」の関係 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者計画（基本計画） 

○計画期間：中長期（松本市は５年） 

 ※現行の第３次計画は平成２９年度から令和３年度までを計画期間として策定 

障害福祉計画（実施計画） 

○計画期間：３年を１期とする 

※第６期計画は、令和３年度から令和５年度までを計画期間として策定 

障害児福祉計画（実施計画） 

○計画期間：３年を１期とする 

※第２期計画は、令和３年度から令和５年度までを計画期間として策定 
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※ 第 4 次松本市障害者計画は、令和 4 年度から令和 8 年度の 5 年間の計画期間とし、第 5 次の同

計画からは、3 年ごとに策定する障害福祉計画及び障害児福祉計画の満了年度を中間評価年と

した 6 年間を計画期間とすることを検討中です。 

 

３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６期松本市障

害福祉計画 

第２期松本市障

害児福祉計画 

第４次松本市障害者計画 第５次松本市障害者計画 

 

第７期松本市障

害福祉計画 

第３期松本市障

害児福祉計画 

第８期松本市障

害福祉計画 

第４期松本市障

害児福祉計画 

第９期松本市障害

福祉計画 

第５期松本市障害

児福祉計画 
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６ 国が示した障害福祉サービス等及び障害児通所

支援等の提供体制の確保に関する基本的事項 

（１）国の指針により配慮が必要な項目 

当計画は国の基本指針で掲げられている次の点に配慮し策定しました。 

  ア 障害者等の自己決定の尊重と意思決定の支援 

  イ 市町村を基本とした身近な実施主体と障害種別によらない一元的な障害福祉サービス

の実施等 

  ウ 入所等から地域生活への移行、地域生活継続の支援、就労支援等の課題に対応したサー

ビス提供体制の整備 

エ 地域共生社会の実現に向けた取組 

  オ 障害児の健やかな育成のための発達支援 

カ 障害福祉人材の確保 

  キ 障害者の社会参加を支える取組 

 

（２）障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的考え方 

ア 必要とされる訪問系サービスの保障 

イ 希望する障害者等への日中活動系サービスの保障 

ウ グループホーム等の充実及び地域生活支援拠点等の整備と機能の充実 

エ 福祉施設から一般就労への移行等の推進 

オ 強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害者に対する支援体制の充実 

カ 依存症対策の推進 

 

（３）相談支援の提供体制の確保に関する基本的考え方 

ア 相談支援体制の構築  

  イ 地域生活への移行や地域定着のための支援体制の確保 

  ウ 発達障害者等に対する支援 

   (ｱ) 発達障害者等への相談支援体制等の充実 

(ｲ) 発達障害者等及び家族等への支援体制の確保 

  エ 協議会の設置等  

 

（４）障害児支援の提供体制の確保に関する基本的考え方   

ア 地域支援体制の構築 

イ 保育、保健医療、教育、就労支援等の関係機関と連携した支援   
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ウ 地域社会への参加・包容の推進   

エ 特別な支援が必要な障害児に対する支援体制の整備 

 (ｱ) 重症心身障害児及び医療的ケア児に対する支援体制の充実 

 (ｲ) 強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害児に対する支援体制の充実 

 (ｳ) 虐待を受けた障害児に対する支援体制の整備 

オ 障害児相談支援の提供体制の確保   
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訓練等給付 
■自立訓練 日中活動系 
■就労移行支援 日中活動系 
■就労継続支援 日中活動系 
■共同生活援助 居住系 
 （グループホーム） 

■就労定着支援 日中活動系 
■自立生活援助 居住系 
 

自立支援医療 
■（旧）更生医療 

■（旧）育成医療 
■（旧）精神通院公費負担 

補装具 

自立支援給付 

障
害
児
・
者 

地域生活支援事業 

必須事業 

■相談支援事業 

■意思疎通支援事業（手話通訳派遣等） 

■日常生活用具給付等事業 

■移動支援事業（ガイドヘルプ） 

■地域活動支援センター 
（創作的活動、生活活動の機会提供、社会との交流促進等） 
■成年後見制度利用支援事業 

任意事業 

■福祉ホームの運営 

■訪問入浴サービス事業 

■居住サポート 

■その他の日常生活または社会生活の支援 

★専門性の高い相談支援 ★広域的な対応が必要な事業 ★人材育成 等 

都 道 府 県 

介護給付 
■居宅介護（ホームヘルプ）訪問系 
■重度訪問介護 訪問系 
■行動援護 訪問系 
■重度障害者等包括支援 訪問系 
■同行援護 訪問系 
■短期入所（ショートステイ）日中活動系 
■療養介護 日中活動系 
■生活介護 日中活動系 

■施設入所支援 居住系 

市 町 村 

支援 

７ 障害者を対象としたサービス 

身体障害者、知的障害者、精神障害者は、障害者総合支援法に基づき、障害種別にかかわ

らず障害者の自立支援を目的とした共通の福祉サービスを利用します。 

サービス体系は、国や都道府県の義務的経費がともなう個別給付としての「自立支援給付」

と、地域での生活を支えるために、国や都道府県の財政援助のもと地域の実情に応じて実施

される「地域生活支援事業」に分かれています。 

【自立支援システムの全体像】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

※訪問系：訪問系サービス、日中活動系：日中活動系サービス、居住系：居住系サービス 

 

 

 

相談支援    ■計画相談支援 

■地域移行支援  ■地域定着支援 

■地域定着支援 
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（１）自立支援給付 
 

自立支援給付は、①介護給付、②訓練等給付、③自立支援医療、④補装具の４つに大きく

分かれます。 

低所得（市町村民税非課税）の障害者については、福祉サービス及び補装具に係る利用者

負担は無料化されています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地域生活支援事業 

「地域生活支援事業」は、障害者総合支援法第 77 条において市町村が実施主体となる事

業で、地域での生活を支えるさまざまな事業を地域の実情に応じて都道府県と連携しながら

実施します。 

「理解促進研修・啓発事業」「相談支援事業」「成年後見制度利用支援事業」「意思疎通支

援事業」「日常生活用具給付等事業」「移動支援事業」「地域活動支援センター事業」等の必

須事業と、地域の実情に応じて行う任意事業に分かれています。

介護給付と訓練等給付 

 障害程度が一定以上の人に生活上または療養上の必要な介護を給付する「介護

給付」と、身体的または社会的リハビリテーションや就労につながる支援を行う

「訓練等給付」サービスの２種類の体系に分かれています。 

○「介護給付」 居宅介護（ホームヘルプ）、重度訪問介護、行動援護、重度障

害者等包括支援、同行援護、短期入所（ショートステイ）、療養介護、生活介

護、施設入所支援 

○「訓練等給付」 自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助（グ

ループホーム）、就労定着支援、自立生活援助 

自立支援医療の支給 

 心身の障害を除去・軽減するための医療は、自己負担額を軽減する公費負担医療制度

で、更生医療、育成医療、精神通院医療公費負担に分かれています。 

補装具の支給 

 身体機能を補うため必要な補装具の購入又は修理に要する費用に対して、補装具費

を支給します。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%9C%E8%A3%85%E5%85%B7
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（３）障害者福祉サービスの体系 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理 解 促 進 研 修 ・ 啓 発 事 業 

 

相 談 支 援

事業 

 

 

 

相 談 支 援 事 業 

 

 

 

成 年 後 見 制 度 利 用 支 援 事 業 

 

 

 

地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー  

 

 

 

日 常 生 活 用 具 の 給 付 等  

 

 

 

地
域
生
活
支
援
事
業 

 

補 装 具 
 

 

 

自立訓練（機能訓練・生活訓練）  

 

 

 

就 労 移 行 支 援 

 

 

 

 

就 労 継 続 支 援 （ Ａ 型 ・ Ｂ 型 ）  

 

 

 

 

共同生活援助（グループホーム）  

 

 

 

訓 練 等 給 付  
 

 

居 宅 介 護 （ ホ ー ム ヘ ル プ ）  

重 度 訪 問 介 護 

行 動 援 護  

重 度 障 害 者 等 包 括 支 援  

 

同     行     援    護 

 

 短 期 入 所 （ シ ョ ー ト ス テ イ ）  

 

 療 護 介 護  

 

 

 

生 活 介 護  

 

 

 

施設入所支援（障害者支援施設での夜間ケアなど） 

自 立 生 活 援 助 

 

 

 

自

立

支

援

給

付 
 

介 護 給 付  
 

自 立 支 援 医 療  
 

 

就 労 定 着 支 援 

計 画 相 談 支 援 

 

 

 

地 域 移 行 支 援 

 

 

 

 

地 域 定 着 支 援 

 

 

 

 

相  談  支  援 
 
 

 

必 須 事 業 

 

 

日 中 一 時 支 援 事 業 等  

 

 

 

任 意 事 業

事 業 
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８ 障害児を対象としたサービス 

児童福祉法の一部改正により、障害種別で分かれていた障害児施設について、通所による支

援を「障害児通所支援（児童発達支等）」、入所による支援を「障害児入所支援（障害児入所施

設）」として、それぞれ一元化されました。 

また、通所サービスの支給決定を身近な市町村に変更したことで、障害者総合支援法の居宅

サービスと通所サービスの一体的な提供が可能となりました。 

 

    市 町 村            都 道 府 県  

 

障害児通所支援 

■児童発達支援                  障害児入所支援 

■医療型児童発達支援             ■福祉型障害児入所施設 

■放課後等デイサービス            ■医療型障害児入所施設 

■保育所等訪問支援 

■居宅訪問型児童発達支援 

 

 

障害児相談支援 
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９ 障害福祉サービス等の利用状況 

第５期障害福祉計画及び第１期障害児福祉計画におけるサービスの見込量と実績は、次の

とおりです。 

令和２年度の実績値については、令和３年度上半期に松本市社会福祉審議会の障害者福祉

専門分科会において到達状況を評価し公表します。なお、この評価に基づき本計画を見直す

場合もあります。 

この利用状況は評価終了後、毎年更新します。 

 （１）訪問系サービスの見込みと利用実績の比較 

 単位 
平成 

３０年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

①居宅介護 

 （時間／月） 

サービス内容はＰ24 

見込 8,534 8,934 9,334 

実績 7,098 7,065 ― 

到達状況（実績／見込） 83.2％ 79.1％ ― 

②重度訪問介護 

（時間／月） 

サービス内容はＰ24 

見込 1,044 1,188 1,332 

実績 536 443 ― 

到達状況（実績／見込） 51.3％ 37.3％ ― 

③同行援護 

（時間／月） 

サービス内容はＰ24 

見込 378 405 432 

実績 393 498 ― 

到達状況（実績／見込） 104.0％ 123.0％ ― 

④行動援護 

（時間／月） 

サービス内容はＰ24 

見込 1,138 1,253 1,368 

実績 965 1,077 ― 

到達状況（実績／見込） 84.8％ 86.0％ ― 

⑤重度障害者包括支

援（時間／月） 

サービス内容はＰ24 

見込 1,080 1,080 1,080 

実績 2,920 2,928 ― 

到達状況（実績／見込） 270.4％ 271.1％ ― 

時間＝月間利用時間 

   ※① 居宅介護の利用者数は平成 29 年度 385 人/月から令和元年度 391 人/月と増えている

が、利用時間数は減少している。 

   ※④ 行動援護の利用者は平成 29 年度 44 人/月から令和元年度 58 人/月と増え、利用時間

も増加えている。 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

  （２）日中活動系サービスの見込みと利用実績の比較 

 単位 
平成 

３０年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

①生活介護 

 （日分／月） 

サービス内容はＰ25 

見込 8,931 9,064 9,197 

実績 9,631 9,120 ― 

到達状況（実績／見込） 107.8％ 100.6％ ― 

②自立訓練（機能訓

練）（日分／月） 

サービス内容はＰ25 

見込 40 60 80 

実績 24 29 ― 

到達状況（実績／見込） 60.0％ 48.3％ ― 

③自立訓練（生活訓

練）（日分／月） 

サービス内容はＰ25 

見込 168 182 196 

実績 154 145 ― 

到達状況（実績／見込） 91.7％ 79.7％ ― 

④就労移行支援 

（日分／月） 

サービス内容はＰ26 

見込 1,003 1,165 1,352 

実績 1,076 1,100 ― 

到達状況（実績／見込） 107.3％ 94.4％ ― 

⑤就労継続支援（Ａ

型）（日分／月） 

サービス内容はＰ26 

見込 982 1,022 1,062 

実績 1,075 1,477 ― 

到達状況（実績／見込） 109.5％ 144.5％ ― 

⑥就労継続支援（Ｂ

型）（日分／月） 

サービス内容はＰ26 

見込 8,736 9,152 9,568 

実績 8,899 9,786 ― 

到達状況（実績／見込） 101.9％ 106.9％ ― 

⑦就労定着支援 

（日分／月） 

サービス内容はＰ26 

見込 1 2 3 

実績 2 8 ― 

到達状況（実績／見込） 200.0％ 400.0％ ― 

⑧療養介護 

（日分／月） 

サービス内容はＰ26 

見込 40 41 42 

実績 47 49 ― 

到達状況（実績／見込） 117.5％ 119.5％ ― 

⑨短期入所（福祉型） 

（日分／月） 

サービス内容はＰ26 

見込 451 493 535 

実績 331 376 ― 

到達状況（実績／見込） 73.4％ 76.3％ ― 

⑨短期入所（医療型） 

（日分／月） 

サービス内容はＰ26 

見込 91 98 105 

実績 143 162 ― 

到達状況（実績／見込） 157.1％ 165.3％ ― 

   日分＝月間延利用人数 

   ※⑤ 就労継続支援（Ａ型）の利用人数は大きく増加している要因は、平成 30 年度 4 件であった事業

所が令和元年度に 6件と増えたことや精神障害者が増加しているためと考えられる。 

   ※⑨ 短期保護は見込み数値に対して、福祉型は実績が少なく医療型は実績が多い要因は、重症心身
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障害者、医療的ケアを必要とする障害者のニーズが多いためと考えられる。 

 

 

（３）居住系サービスの見込みと利用実績の比較 

 単位 
平成 

３０年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

①自立生活援助 

 （人／月） 

サービス内容はＰ28 

見込 1 2 3 

実績 0 2 ― 

到達状況（実績／見込） 0％ 100.0％ ― 

②共同生活援助 

（人／月） 

サービス内容はＰ28 

見込 205 211 217 

実績 210 227 ― 

到達状況（実績／見込） 102.4％ 107.6％ ― 

③施設入所支援 

（人／月） 

サービス内容はＰ28 

見込 230 229 227 

実績 228 234 ― 

到達状況（実績／見込） 99.1％ 102.2％ ― 

   人＝月間実利用人数 

   ※① 自立生活援助事業は平成３０年度に始まった事業で、事業所数も少ないため実績が少ないと考

えられる。 

   ※③ 施設入所支援の利用者数について、第５期障害者福祉計画の「見込」では施設入所者を地域へ

移行し利用者数が減る見込みとした。一方、「実績」は施設入所支援を必要としている方が多く入

所したため増えています。 

 

（４）相談支援の見込みと利用実績の比較 

 単位 
平成 

３０年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

①計画相談支援 

サービス内容はＰ29 

見込 375 385 395 

実績 385 470 ― 

到達状況（実績／見込） 102.7％ 122.1％ ― 

②地域移行支援 

サービス内容はＰ29 

見込 5 8 11 

実績 1 1 ― 

到達状況（実績／見込） 20.0％ 12.5％ ― 

③地域定着支援 

サービス内容はＰ29 

見込 6 9 12 

実績 3 4 ― 

到達状況（実績／見込） 50.0％ 44.4％ ― 

  人＝月間実利用人数 
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（５）障害児支援の見込みと利用実績の比較 

 単位 
平成 

３０年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

①児童発達支援 

 （人／月） 

サービス内容はＰ30 

見込 94 98 102 

実績 106 110 ― 

到達状況（実績／見込） 112.8％ 112.2％ ― 

②放課後等デイサー

ビス（人／月） 

サービス内容はＰ30 

見込 332 342 352 

実績 280 298 ― 

到達状況（実績／見込） 84.3％ 87.1％ ― 

③保育所等訪問支援 

（人／月） 

サービス内容はＰ30 

見込 2 4 6 

実績 1 1 ― 

到達状況（実績／見込） 50.0％ 25.0％ ― 

④居宅訪問型児童発

達支援（人／月） 

サービス内容はＰ30 

見込 1 2 2 

実績 0 0 ― 

到達状況（実績／見込） 0％ 0％ ― 

⑤障害児相談支援 

（人／月） 

サービス内容はＰ30 

見込 34 38 42 

実績 45 42 ― 

到達状況（実績／見込） 132.4％ 110.5％ ― 

⑥医療的ケア児に対

する関連分野の支援

を調整するコーディ

ネーター 

(圏域配置人数) 

サービス内容はＰ30 

見込 0 0 1 

実績 0 0 ― 

到達状況（実績／見込） 0％ 0％ ― 

人＝月間実利用人数 

 

 単位 
平成 

３０年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

⑦福祉型児童入所支

援（人／月） 

サービス内容はＰ30 

見込 5 5 5 

実績 5 4 ― 

到達状況（実績／見込） 100.0％ 80.0％ ― 

⑧医療型児童入所支

援（人／月） 

サービス内容はＰ30 

見込 14 14 14 

実績 14 15 ― 

到達状況（実績／見込） 100.0％ 107.1％ ― 

人＝月間実利用人数 
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（６）サービス事業所数の見込みと利用実績の比較 

 単位 
平成 

３０年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

生活介護設置目標数 

サービス内容はＰ25 

見込 17 18 19 

実績 18 18 ― 

到達状況（実績／見込） 105.9％ 100.0％ ― 

自立訓練設置目標数 

サービス内容はＰ25 

見込 1 1 1 

実績 1 1 ― 

到達状況（実績／見込） 100.0％ 100.0％ ― 

就労移行支援設置目

標数 

サービス内容はＰ26 

見込 7 7 7 

実績 8 12 ― 

到達状況（実績／見込） 114.3％ 171.4％ ― 

就労継続支援（Ａ型）

設置目標数 

サービス内容はＰ26 

見込 4 4 4 

実績 4 6 ― 

到達状況（実績／見込） 100.0％ 150.0％ ― 

就労継続支援（Ｂ型）

設置目標数 

サービス内容はＰ26 

見込 29 30 31 

実績 28 30 ― 

到達状況（実績／見込） 96.6％ 100.0％ ― 

療養介護設置目標数 

サービス内容はＰ26 

見込 2 2 2 

実績 2 2 ― 

到達状況（実績／見込） 100.0％ 100.0％ ― 

短期入所設置目標数 

サービス内容はＰ26 

見込 14 15 15 

実績 14 14 ― 

到達状況（実績／見込） 100.0％ 93.3％ ― 

グループホーム設置

目標数 

サービス内容はＰ28 

見込 34 35 36 

実績 49 54 ― 

到達状況（実績／見込） 144.1％ 154.3％ ― 

単位：カ所数 
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（７）地域生活支援事業の見込みと利用実績の比較 

 単位 
平成 

３０年度 

 

令和 

元年度 

 

令和 

２年度 

 
手話通訳者・要約筆記

者派遣事業（件数／年） 

サービス内容はＰ33 

見込 1,699 1,803 1,913 

実績 1,430 1,357 ― 

到達状況（実績／見込） 84.2％ 75.3％ ― 

日常生活用具給付等

事業（件数／年） 

サービス内容はＰ34 

見込 5,302 5,433 5,705 

実績 5,062 5,143 ― 

到達状況（実績／見込） 95.5％ 94.7％ ― 

移動支援事業（時間

／年） 

サービス内容はＰ34 

見込 28,843 29,643 30,443 

実績 24,575 22,877 ― 

到達状況（実績／見込） 85.2％ 77.2％ ― 

地域活動支援センタ

ー事業（件数／月） 

サービス内容はＰ34 

見込 155 156 157 

実績 145 139 ― 

到達状況（実績／見込） 93.5％ 89.1％ ― 

  第 5期障害福祉計画、第 1期障害児福祉計画に見込量があり比較可能と考えられる項目 
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１０ 令和５年度の成果目標値の設定 

（１）成果目標①施設入所者の地域生活への移行 
 

  ア 国の示す成果目標（基本指針による目標） 

国の基本指針において、令和元年度末の施設入所者数の６．０％以上が地域生活へ移行し、

これと合わせて令和５年度末の施設入所者数を令和元年度末の施設入所者数から１．６％以

上削減することを目標としています。 

 

 イ 松本市における成果目標 

項 目 第６期目標値 備 考 

施設入所者数（Ａ） ２３３人 令和元年度末時点の施設入所者数 

【目標値】 

地域生活移行者数（Ｂ） 

１５人

（６．４％） 

（Ａ）のうち、令和５年度末までに地域生活へ移

行する人数 

 

令和５年度末時点の施

設入所者数（Ｃ） 
２２９人 令和５年度末時点の利用人員 

【目標値】 

入所者削減見込（Ｄ） 
４人 差し引き（Ａ－Ｃ） 

※ 県の目標値は、令和２年度末において第５期の地域生活に移行する数値目標が未達成である

ため、その割合を第６期の目標値に上乗せしていますが、松本障害保健福祉圏域（以後「松

本圏域」という。）では人口に対する入所施設数が少ないことから、松本圏域の目標数値は

国と同じ目標値としています。 

 

計画実施の方向性 

・地域移行の必要性について、事業者・利用者への制度周知を図ります。 

・入所施設からの地域移行を推進するために、事業者と連携し、重度の障害者や高齢の障害者

に対応したグループホーム（Ｐ28）や日中活動系サービス（Ｐ25）の整備を図ります。 

 

 

（２）成果目標②精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 
 

ア 国の示す成果目標（基本指針による目標） 

国の基本指針として、市町村及び各都道府県が定める「障害福祉圏域」において、令和２

年度末までに、精神障害にも対応した保健、医療、福祉関係者による協議の場の設置を圏域

又は市に設置することとしています。 
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  イ 松本市における成果目標 

項 目 単位 ３年度 ４年度 ５年度 

保健・医療及び福祉関係者

による協議の場の開催回数 
回数 ３ ３ ３ 

協議の場の参加者数 
医療（精神科） ２０ ２０ ２０ 

医療（その他） １０ １０ １０ 

現在開催されている病院のメディカルソーシャルワーカーと市の職員の会議を精神障害者

にも対応した地域包括ケアシステムとして構築していきます。 

 

 

（３）成果目標③地域生活支援拠点等が有する機能の充実 
 

ア 国の示す成果目標（基本指針による目標） 

    国の基本指針として、令和５年度末までの間、各市町村又は各圏域に１以上の地域生活支

援拠点等を確保しつつ、その機能の充実のため、当該拠点機能の運用状態を年１回以上検

証・検討することとしています。 

 

イ 松本市における成果目標 

項 目 単位 ３年度 ４年度 ５年度 

地域生活支援拠点等

の数 ※1 
カ所 １カ所 １カ所 １カ所 

運用状況の検証およ

び検討の回数 ※2 
回／年 ６回／年 ６回／年 ６回／年 

※１ 地域生活支援拠点には①相談、②緊急時の受け入れ・対応、③体験の機会・場の提供、

④専門的人材の確保・養成、⑤地域の体制づくりの機能を整備することとなっています。 

松本圏域は地域における複数の機関が分担して五つの機能を担う「面的整備型」の体制

で整備し、１カ所としています。 

※２－a   松本障害保健福祉圏域自立支援協議会（以下「自立支援協議会」という。）で圏域

市村が地域生活支援拠点の運用状況の検証および検討ができる体制を整えました。 

※２－b   障がい者基幹相談支援センターについては圏域８市村が持ち回りにより監査を行

う体制を構築しています。 

※２－c   基幹相談支援センター・ひとり暮らし体験事業等の活動について自立支援協議会へ

報告し運営状況を検証しています。 

※２－d   自立支援協議会に地域生活支援拠点等検討プロジェクトを令和２年度に設置し検

討できる体制を整えています。 
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（４）成果目標④就労移行支援事業所等を通じた一般就労への移行等 
   

ア 国の示す成果目標（基本指針による目標） 

 （ア）就労移行支援事業所等を通じた一般就労への移行者 

a  就労移行支援事業所等（生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を行う

事業所）を通じた移行者数を令和元年度実績の１．２７倍とします。 

ｂ 就労移行支援事業所からの移行者数を令和元年度実績の１．３倍とします。 

ｃ 就労継続支援Ａ型事業所からの移行者数を令和元年度実績の概ね１．２６倍以上と

します。 

d  就労継続支援Ｂ型事業所からの移行者数を令和元年度実績の概ね１．２３倍以上と

します。 

（イ） 就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行者のうち就労定着支援事業を利用す

る者の割合 

   ７割 

（ウ）  就労定着率が８割以上の就労定着支援事業所の事業所全体に占める割合 

  就労定着支援事業所のうち就労定着率が８割以上の事業所を全体の７割以上と 

します。 

 
イ 松本市における成果目標 

項 目 第６期目標値 考え方 

令和５年度の年間一般就労

移行者数 
２５人 

令和５年度において支援事業所から、一般就労

移行者を、令和元年度（18人）の1.27倍以上と

する。 

就労移行支援事業から一般

就労への年間移行者数 
１９人 

令和５年度において就労移行支援事業からの

一般就労への移行者数を令和元年度実績（18

人）の1.3倍とする。 

就労継続支援Ａ型事業から

一般就労への年間移行者数 
３人 

令和５年度において就労継続支援Ａ型事業か

ら一般就労への移行者数を令和元年度実績（2

人）の概ね 1.26倍以上とする。 

就労継続支援Ｂ型事業から

一般就労への年間移行者数 
３人 

令和５年度における就労継続支援Ｂ型事業か

ら一般就労への移行者数を令和元年度実績（2

人）の概ね 1.23倍以上とする。 

就労移行支援事業等を通じ

た一般就労への移行者のう

ち就労定着支援事業の利用

者の年間の率 

７２％ 

令和５年度における就労移行支援事業等を通

じた一般就労への移行者のうち７割が就労定

着支援事業を利用する。 

就労定着支援事業所のうち

就労定着率が８割以上の事

業所の年間の数 

３カ所 

就労定着支援事業所（４カ所）のうち就労定着

率が８割以上の事業所を全体の７割以上とす

る。 
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計画実施の方向性 

・企業、ハローワーク、障害者就業・生活支援センター、相談支援事業所等との連携を強化し、

目標の達成を目指します。 

・障害者の一般就労を促進するため、就労移行支援事業所や就労定着支援事業所と連携し、障害

特性に合った就労の場の確保と一般就労への定着を促進します。 

 

 

（５）成果目標⑤障害児通所支援等の地域支援体制の整備 
 

ア 国の示す成果目標（基本指針による目標） 

 

（ア） 重層的な地域支援体制の構築を目指すための児童発達支援センターの設置・保育所

等訪問支援の充実 

a  令和５年度末までに児童発達支援センターを各市町村又は各圏域に少なくとも１ヵ

所以上設置します。 

b  令和５年度末までに児童発達支援センターが保育所等訪問支援を実施する等により

全ての市町村において保育所等訪問支援を利用できる体制を構築します。 

（イ） 主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業

所の確保 

令和５年度末までに主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後

等デイサービス事業所を各市町村又は各圏域に少なくとも１ヵ所以上確保する 

（ウ） 医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置及びコーディネーターの配置 

令和５年度末までに医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場を設けるとともに、

医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置する 

 
イ 松本市における成果目標 

項 目 整備状況 

児童発達支援センターの設置 H25年度設置 

保育所等訪問支援を利用できる体制の構築 H25年度設置 

主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業

所及び放課後等デイサービス事業所の確保 
H25年度設置 

医療的ケア児支援のための協議の場の設置 R元年度設置 

医療的ケア児等コーディネーターの配置 圏域において設置を検討 
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（６）成果目標⑥相談支援体制の充実・強化等 
 

ア 国の示す成果目標（基本指針による目標） 

    令和 5 年度までに、市町村又は圏域において、相談支援体制の充実・強化等に向けた取組

みの実施体制を確保する。 

 

 

 

 イ 松本市における成果目標 

項 目 ３年度 ４年度 ５年度 

総合的・専門的な相談支援体制の実施

の見込み 
実施の体制 基幹相談支援センターで実施 

地域の相談支援事業者に対する訪問

等による専門的な指導・助言の回数 
回 150 180 200 

地域の相談支援事業者の人材育成の

支援件数 
件 700 710 720 

地域の相談機関との連携強化の取組

の実施回数の見込み 
回 36 36 36 

主任相談支援専門員の配置人数 人 3 4 5 

  基幹相談支援センターは松本圏域で整備していますので、成果目標は圏域市村共通の数値と

なっています。 

 

 

（７）成果目標⑦障害福祉サービス等の質の向上を図るための取組に係る

体制の構築 
 

ア 国の示す成果目標（基本指針による目標） 

   令和 5 年度末までに、サービスの質の向上を図るための取組に係る体制を構築する。 

 

 イ 松本市における成果目標 

  （ア）障害福祉サービス等に係る各種研修の活用 

項 目 ３年度 ４年度 ５年度 

都道府県が実施する障害福祉サービス

等に係る研修等への市町村職員の参加

人数 

人 2 2 2 
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（イ）障害者自立支援審査システムによる審査結果の共有 

項 目 考え方 

本項目の取組単位 

（市町村、圏域・地域、その他複数市町村） 
松本市単独 

  （ウ）審査結果の分析と結果を活用し、事業所や関係自治体等と共有する体制の有無 

項 目 考え方 

実施の方法 事業所を集めた集団指導を行う。 

実施回数 回 1 1 1 
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１１ 障害福祉サービスの見込量と計画実施の方向性 

（１）訪問系サービス 

 

サービスの概要 

① 居宅介護 

・ 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等のサービスを提供します。 

② 重度訪問介護 

・ 重度の肢体不自由又は重度の知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難を有す

る障害者であって常時介護を要する方が対象となります 

・ 自宅又は病院、診療所、助産所、介護保険老人施設及び介護医院において、入浴、排せ

つ、食事等の介護、調理、洗濯、及び清掃等の家事並びに助言その他の生活全般にわた

る援助及び外出時における移動中の介護を総合的に供与します。 

③ 同行援護 

・ 視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害のある方が対象となります。 

・ 外出に同行し、移動に必要な情報提供や移動の援護などのサービスを提供します。 

④ 行動援護 

・ 知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する方であって常時介護を要とする

方が対象となります。 

・ 行動する際に生じる危険を回避するために、外出時の移動中の介護などのサービスを提

供します。 

⑤ 重度障害者等包括支援 

・ 常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障がある方のうち、

四肢の麻痺及び寝たきりの状態にある方並びに知的障害又は精神障害により行動上著し

い困難を有する方が対象です。 

・ 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労

移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助を包括的に提

供します。 

 

 

必要な見込量 

※令和２年度は見込値、３年度から５年度までは計画値です。 

 単位 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

①居宅介護 
時間 6,888 7,065 7,065 7,065 

人 394 391 391 391 

②重度訪問介護 
時間 393 443 443 443 

人 4 4 4 4 
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③同行援護 
時間 550 498 498 498 

人 43 44 44 44 

④行動援護 
時間 1,152 1,232 1,318 1,410 

人 62 66 70 75 

⑤重度障害者包括支

援 

時間 2,930 2,920 2,920 2,920 

人 4 4 4 4 

単位：月間利用時間・月間利用実人数 
                                    

＜見込量の考え方＞  
 国の指示に基づき、平成 29 年度から令和元年度までの実績の伸び率をもとにして、今後 3年間の見込
量を推計しました。 

 

計画実施の方向性 

地域での自立した生活を支える上で必要不可欠なサービスであるため、障害者への制度の周知、

安定したサービス供給ができる体制の整備に努めます。 

① 指定特定相談支援事業所と連携し、サービス利用計画やモニタリングを通じ必要なサービ

スが確保できるよう適切な支援を行ないます。 

② 適正な障害福祉サービス提供の目安となる、介護給付費等の支給決定基準の検討をします。 

③ 特に「居宅介護」「同行援護」「行動援護」の利用者は増加傾向にあるため、事業所等と連

携し、利用者増への対応を図ります。 

④ 医療的ケアの必要がある障害者、強度行動障害者、精神障害者への対応ができる、障害特

性を理解したヘルパーを確保するため、ヘルパー研修等を紹介し、サービスの向上を図り

ます。 

  

（２）日中活動系サービス 

 

サービスの概要 

① 生活介護 

・ 常時介護が必要な方で、障害支援区分 3（あわせて施設入所支援を利用する場合は区分

4）以上、または年齢が 50 歳以上で、障害支援区分 2（あわせて施設入所支援を利用する

場合は区分 3）以上の場合対象となります。 

・ 事業所において、食事、入浴、排せつなどの日常生活上の支援や、生産活動や創作的活

動の機会の提供などのサービスを提供します。 

② 自立訓練（機能訓練） 

・ 地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、支援が必要な身体障

害の方が対象となります。 

・ 自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、定められた期間、事業所への通

所、利用者の自宅への訪問等を組み合わせて、身体機能や生活能力向上のために必要な訓

練等のサービスを提供します。 
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③ 自立訓練（生活訓練） 

・ 地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、支援が必要な知的障害、精神障

害の方が対象となります。 

・ 自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、定められた期間、事業所への通

所、利用者の自宅への訪問等を組み合わせて、身体機能や生活能力向上のために必要な訓

練等のサービスを提供します。 

④ 就労移行支援 

・ 一般就労等を希望し、企業等への雇用または在宅就労等が見込まれる方が対象となりま

す。 

・ 定められた期間、事業所における作業や、企業における実習、適性に合った職場探しや

就労後の職場定着のための支援など、就労定着のために必要な訓練、指導等のサービスを

提供します。 

⑤ 就労継続支援（A型） 

・ 一般の事業者に雇用されることが困難な場合に、就労継続支援（Ａ型）事業所内におい

て雇用契約に基づく就労が可能な方が対象となります。 

・ 一般就労に向け必要な知識や能力の向上のために必要な指導や訓練等のサービスを提供

します。 

⑥ 就労継続支援（Ｂ型） 

・ 通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である障

害のある方が対象、 

・ 生産活動等の機会の提供、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その

他の必要な支援を行います。 

⑦ 就労定着支援 

・ 就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した方で、就労に伴う環境変化により生活

面の課題が生じている方が対象となります。 

・ 事業所・家族等との連絡調整等の支援を一定の期間にわたり行うサービスを提供します。 

⑧ 療養介護 

・ 病院等への長期の入院による医療に加え、常時介護が必要な方で、障害支援区分 5以上

の重症心身障害がある場合に対象となります。 

・ 病院等への入院による医学的管理の下、食事・入浴等の介護の提供、日常生活上の相談

支援、社会参加活動支援などを通して身体能力や日常生活能力の維持・向上のために必要

な介護、訓練等を実施します。 

⑨ 短期入所 

・ 居宅で介護している介護者の疾病やその他の理由で、障害者支援施設等への短期間の入

所を必要とする方等が対象となります。 

・ 入浴、排せつ、食事等の介護や日常生活上の支援を提供します。 
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必要な見込量 

 単位 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

①生活介護 
日分 9,302 9,488 9,677 9,870 

人 538 548 558 569 

②自立訓練（機能訓練） 
日分 29 29 29 29 

人 3 2 2 2 

③自立訓練（生活訓練） 
日分 134 145 145 145 

人 12 12 12 12 

④就労移行支援 
日分 1,182 1,265 1,347 1,430 

人 69 70 71 72 

⑤就労継続支援（Ａ型） 
日分 1,552 1,627 1,702 1,777 

人 59 63 66 70 

⑥就労継続支援（Ｂ型） 
日分 9,914 10,042 10,170 10,300 

人 609 617 624 632 

⑦就労定着支援 人 9 16 16 16 

⑧療養介護 人 49 49 49 49 

⑨短期入所（福祉型） 
日分 383 392 401 409 

人 69 71 73 74 

⑨短期入所（医療型） 
日分 166 169 170 174 

人 22 22 23 24 

生活介護設置目標数 カ所 20 20 21 22 

自立訓練設置目標数 カ所 1 1 1 1 

就労移行支援設置目標数 カ所 11 12 13 14 

就労継続支援（Ａ型）設置目標数 カ所 6 6 6 7 

就労継続支援（Ｂ型）設置目標数 カ所 29 29 29 30 

療養介護設置目標数 カ所 2 2 2 2 

短期入所設置目標数 カ所 15 15 15 16 

単位：人＝月間実利用人数、日分＝月間延利用人数    
＜見込量の考え方＞  
  国の指示に基づき、平成 29 年度から令和元年度までの実績の伸び率を考慮して、今後 3年間の見込
量を推計しました。 

  
 

計画実施の方向性 

障害のある人の様々なニーズに対応した日中活動の場の確保に努めるとともに、事業者に対

する指導、各種研修等への参加を働きかけ、専門的人材の確保やサービスの向上に努めます。 

① 生活介護 

日中活動の中心的なサービスであり、今後も利用者の増加が予想されるため、サービス提



 

28 
 

供事業所の確保が必要になります。また、強度行動障害者、医療的ケアの必要な障害者等に

対応できる事業所の確保が必要となります。 

② 自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

サービスを提供する事業所が少ないため、事業者と調整し、見込量の確保に努めます。 

③ 就労移行支援・就労定着支援・就労継続支援 

  企業、ハローワーク、障害者就業・生活支援センター、就労継続支援事業所、就労移行支

援事業所、就労定着支援事業所と連携し、障害特性に合った就労の場の確保と一般就労への

定着を促進します。 

④ 短期入所 

  医療機関と連携し、医療的ケアを必要とする重度障害の方に対応した事業所の確保に努め

ます。また、地域生活支援拠点の機能の一つとして、空床確保事業を進めます。 

 

（３）居住系サービス 
 

サービスの概要 

① 自立生活援助 

・障害者支援施設やグループホーム等を利用していた障害者で一人暮らしを希望する方が対

象となります。 

・定期的な巡回訪問や随時の対応により、障害者の理解力、生活力を補う観点から、適時の

タイミングで適切な支援のサービスの提供をします。 

② 共同生活援助（グループホーム） 

・地域において自立した日常生活を営む上で、相談等の日常生活上の援助が必要な場合に対

象となります。 

・家事等の日常生活上の支援、日常生活における相談支援や関係機関との連絡調整など必要

なサービスを提供します。 

③ 施設入所支援 

・生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援Ｂ型の対象となる方に対し、日中活動

とあわせて夜間等における入浴、排せつ、食事の介護等、障害者支援施設において必要な

介護、支援等を実施します。 

 

必要な見込量 

 単位 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

①自立生活援助 ※１ 人分 4 6 8 10 

②共同生活援助 ※１ 人分 243 260 279 298 

③施設入所支援 ※２ 人分 233 232 231 230 

グループホーム設置目標数 カ所 46 50 53 56 

単位：月間実利用人数  
＜見込量の考え方＞ 
 ※１ 国の指示に基づき、平成 29年度から令和元年度までの実績の伸び率を考慮して、今後 3年間の

見込量を推計しました。 
※２ 国、県の入所者削減目標等に基づき算定しました。 
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計画実施の方向性 

① 自立生活援助 

  障害者が地域生活へ移行する際に、自立生活援助の活用を促し、障害者が地域での生活を継

続できるよう事業者と連携しながらサービス提供を進めます。 

② 共同生活援助 

施設入所、入院されている方の地域移行に中心的な役割を担うことが期待されるグループホ

ームの整備を促します。また、さまざまな障害特性に対応できるグループホームの設置を事業

者に促します。 

③ 施設入所支援 

  地域移行を推進していくとともに、入所の必要性に応じた対応が図られるよう施設と連携し

ていきます。 

 

 

（４）相談支援   
 

サービスの概要 

① 計画相談支援（サービス等利用計画等） 

障害福祉サービスを利用する全ての方を対象とし、サービスの利用に向けた連絡、調整、

利用計画の作成などを行います。サービス利用開始後は、サービス利用状況の検証、計画の

見直し（モニタリング）や事業者との連絡調整等を行います。 

② 地域移行支援 

障害者支援施設等に入所している障害者または精神科病院に入院している精神障害者を

対象に、住居の確保その他の地域生活に移行するための活動に関する相談、支援を行います。 

③ 地域定着支援 

居宅において、単身または同居家族の支援を受けられない障害者を対象に、常時の連絡体

制を確保し、障害特性に起因して生じた緊急の事態等において相談・訪問などの緊急対応を

行います。 

 

必要な見込量 

 単位 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

①計画相談支援 人 478 486 494 503 

②地域移行支援 人 5 5 5 5 

③地域定着支援 人 5 5 5 5 

単位：月間実利用人数  
＜見込量の考え方＞ 

国の指示に基づき、平成 29 年度から令和元年度までの実績の伸び率を考慮して、今後 3 年間の見込量
を推計しました。 
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計画実施の方向性 

 

① 計画相談支援事業 

  障害者一人ひとりに合った適切なサービス利用計画が作成されるように相談支援事業所

に指導・連携するとともに、目安となる介護給付費等の支給決定基準を検討します。 

② 地域移行支援・地域定着支援 

  相談支援事業所に働きかけ、地域移行支援事業所、地域定着支援事業所の指定を受けるよ

う促します。 

 

 

（５）障害児支援 
 

 サービスの概要 

① 児童発達支援 

・未就学の障害児に対し、日常生活の基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への

適応訓練、その他必要な支援を行います。 

② 放課後等デイサービス 

・就学中の障害児に対し、放課後又は休校日に、生活能力向上のための必要な訓練、社会と

の交流促進などの支援を行います。 

③ 保育所等訪問支援 

・保育所や、児童が集団生活を営む施設に通う障害児が対象となります。 

・集団生活の適応のための専門的な支援、その他必要な支援を行います。 

④ 居宅訪問型児童発達支援 

・重症心身障害児などの重度の障害児等であって、障害児通所支援を受けるための外出が困

難な障害児が対象となります。 

・障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与及び生活

能力向上のために必要な訓練を行います。 

⑤ 障害児相談支援 

・障害児通所支援の申請に係る給付決定の前に利用計画案の作成などを行います。 

・給付決定後、事業者等と連絡調整等を行うとともに利用計画の作成を行います。 

⑥ 医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーター 

・医療的ケアが必要な障害児の総合的な支援体制構築に向けて、関係機関との連携や支援を

調整するコーディネーターを配置します。 

⑦ 福祉型児童入所支援 

・施設に入所している障害児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与を行いま

す。 

⑧ 医療型児童入所支援 

・施設に入所又は指定医療機関に入院している障害児に対して、保護、日常生活の指導及び

知識技能の付与並びに治療を行います。 
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必要な見込量 

 単位 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

①児童発達支援※１ 
日分 441 572 618 667 

人 87 117 125 133 

②放課後等デイサービス※１ 
日分 3,582 3,181 3,436 3,711 

人 354 316 335 356 

③保育所等訪問支援 
日分 1 2 3 3 

人 1 2 3 3 

④居宅訪問型児童発達支援 
日分  10 15 20 

人  2 3 4 

⑤障害児相談支援 人 43 45 46 48 

⑥医療的ケア児に対する関連

分野の支援を調整するコーデ

ィネーター ※２ 

人  －   － 1 

単位：人＝月間実利用人数、日分＝月間延利用人数  
＜見込量の考え方＞ 

平成 29年度から令和２年度実績（見込）の伸び率を考慮して、今後 3年間の見込量を推計しました。 

※１ 児童発達支援、放課後等デイサービスについては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が大き

いため、令和２年度実績（見込）値を見込量推計に含めていません。 

※２ 松本圏域において、代表コーディネーターの設置を検討しています。 

 

 単位 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

⑦福祉型児童入所支援 人 5 5 5 5 

⑧医療型児童入所支援 人 16 16 16 16 

単位：月間実利用人数 
  ＜見込量の考え方＞ 

長野県障害児福祉計画策定における、本市の報告値 

 

   計画実施の方向性 

障害児のサービス需要は増加していくものと想定されることから、安定したサービス供給が

できるよう、サービス提供事業所の確保に努めます。また、重症心身障害児の受け入れ事業所

が限られていることから、介護保険事業所等、連携機関を拡大し、必要なサービスが提供でき

るよう事業所の新規参入等を促進します。 

① 児童発達支援・放課後等デイサービス 

  発達障害等への理解が進み、診断を受ける児童が増加しており、今後もサービス需要が増

加することが見込まれます。必要なサービス量の確保に努めるとともに、事業者に対しては、

各種研修等への参加を促し、専門的人材の確保、サービスの質の向上に努めます。 

② 保育所等訪問支援 

  サービスを提供できる事業所が限られているため、事業者と連携し必要量の確保や支援の

円滑な実施・拡充のため関係機関への制度の周知に努めます。 
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③ 居宅訪問型児童発達支援 

  サービスを提供できる事業所が限られているため、事業者と連携し必要量の確保や支援の

円滑な実施・拡充のため関係機関への制度の周知に努めます。 

④ 障害児相談支援 

・ 対象者の拡大に対応するため、松本圏域市村と連携し相談支援事業所の確保・相談支援

専門員の育成・質の向上を図ります。 

・ 適切なサービス利用計画が作成されるよう、相談支援事業所との連携強化及び支援の円

滑な実施・拡充のため関係機関への制度の周知に努めます。 

  ⑤ 医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーター 

    医療的ケア児に対する総合的な支援体制を進めるため、保健、医療、福祉、保育、教育等

の関連機関等との連携や支援を調整するコーディネーターの養成を進め、配置に努めます。 
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１２ 地域生活支援事業 

（１）必須事業 

 

事 業 の 概 要 

事業名  事業内容 

１ 理解促進研修・啓発

事業 

障害者等の自立した日常生活及び社会生活に関する理解を深めるための

研修及び啓発を行う事業 

２ 自発的活動支援事

業 

 障害者等、障害者等の家族、地域住民等により自発的に行われる障害者等

が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるようにするための活

動に対する支援を行う事業 

３ 相談支援事業 

 

障害者相談支援事

業 

⑴ 福祉サービスの利用援助（情報提供、相談等） 

⑵ 社会資源を活用するための支援（各種支援施策に関する助言・指導等） 

⑶ 社会生活力を高めるための支援     ⑷ ピアカウンセリング 

⑸ 権利の擁護のために必要な援助     ⑹ 専門機関の紹介 

基幹相談支援セン

ター等機能強化事

業 

⑴ 総合的・専門的な相談支援の実施 

⑵地域の相談支援体制の強化の取組 

⑶ 地域自立支援協議会を設置する市又は圏域等を単位として実施 

居住サポート事業 

⑴ 入居支援(不動産業者に対する物件斡旋依頼、及び家主等との入居契約手

続き支援を行う。また、地域において公的保証人制度がある場合には、必

要に応じてその利用支援を行う。) 

⑵ ２４時間支援(夜間を含め、緊急に対応が必要となる場合における相談支

援、関係機関との連絡・調整等必要な支援を行う。) 

⑶ 居住支援のための関係機関によるサポート体制の調整(利用者の生活上

の課題に応じ、関係機関から必要な支援を受けることができるよう調整を

行う。) 

４ 成年後見制度利用

支援事業 

 成年後見制度の申立てに要する経費(登記手数料、鑑定費用等)及び後見人

等の報酬の全部又は一部を助成する事業 

５ 成年後見制度法人

後見支援事業 

 法人後見実施のための研修、法人後見の活動を安定的に実施するための組

織体制の構築、法人後見の適正な活動のための支援、その他法人後見を行う

事業所の立ち上げ支援など法人後見の活動の推進に関する事業 

６ 意思疎通支援事業 

 

手話通訳・要約筆記者派遣事業 意思疎通を図ることに支障がある障害者等とその他の者の意

思疎通を仲介する事業 手話通訳者設置事業 

点訳、音訳等支援事業 
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７ 日常生活用具給付

等事業 

 日常生活上の便宜を図るため、重度障害者に別に定める告示の要件を満た

す６種の用具を給付又は貸与する事業 

８ 手話奉仕員養成研

修事業 

 聴覚障害者等との交流活動の促進、市町村の広報活動などの支援者として

期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成研修

を行う事業 

９ 移動支援事業  

 

個別支援型  個別的支援が必要な者に対するマンツーマンによる支援 

グループ支援型 

⑴ 複数の障害者等への同時支援 

⑵ 屋外でのグループワーク、同一目的地・同一イベントへの複数人同時参

加 の際の支援 

10 地域活動支援セン

ター事業(基礎事業) 

 創作的活動、生産活動、社会との交流促進 

 

Ⅰ型 

 専門職員（精神保健福祉士等）を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤

との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解

促進を図るための普及啓発等の事業を実施 

Ⅱ型 
 地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応

訓練、入浴等のサービスを実施 

Ⅲ型 
 地域の障害者のための援護対策として地域の障害者団体等が実施する通

所による小規模作業所等 

11 専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業（中核市事業） 

 

手話通訳者・要約筆

記者養成事業 

身体障害者福祉の概要や手話通訳又は要約筆記の役割・責務等について理

解ができ、手話通訳に必要な手話語彙、手話表現技術及び基本技術を習得し

た手話通訳者並びに要約筆記に必要な要約技術及び基本技術を習得した要

約筆記者を養成研修する事業 

盲ろう者向け通訳・

介助員養成研修事

業 

盲ろう者の自立と社会参加を図るため、盲ろう者向け通訳・介助員を養成

研修する事業 

12 専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業（中核市事業） 

 
盲ろう者向け通訳・

介助員派遣事業 

盲ろう者の自立と社会参加を図るため、コミュニケーション及び移動等の

支援を行う盲ろう者向け通訳・介助員を派遣する事業 

 

 

 

各年度における事業量の見込み 

事 業 名 単位 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

１ 理解促進研修・啓発事業 実施の有無 有 有 有 有 

２ 自発的活動支援事業 実施の有無 有 有 有 有 
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事 業 名 単位 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

３ 相談支援事業 

 

障害者相談支援事業 ヵ所 2 2 2 2 

基幹相談支援センター設置事業

業 
設置の有無 有 有 有 有 

基幹相談支援センター等相機能強化

事業 
実施の有無 有 有 有 有 

住宅入居等支援事業 実施の有無 有 有 有 有 

４ 成年後見制度利用支援事業 実施の有無 有 有 

有 

有 有 

５ 成年後見制度法人後見支援事業 実施の有無 有 有 有 有 

６ 意思疎通支援事業 

 
手話通訳者・要約筆記者派遣事業 件 1,086 1,424 1,495 1,596 

手話通訳者設置事業 ヵ所 1 1 1 1 

７ 日常生活用具給付等事業 

  

  

  

    

介護・訓練支援用具 件 13 10 10 10 

自立生活支援用具    件 36 27 27 27 

在宅療養等支援用具   件 76 71 74 77 

情報・意思疎通支援用具  件 93 109 140 180 

排泄管理支援用具  件   4,824 4,923 4,923 4,923 

居宅生活動作補助用具  件 3 3 3 3 

８ 手話奉仕員養成研修事業 人 30 30 30 30 

９ 移動支援事業 
人 3,239 3,947 3,947 3,947 

時間 3,239 22,877 22,877 22,877 

10 地域活動支援センター事業 

ヵ所 11 11 11 11 

人 154 155 156 157 

11 専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業（中核市事業） 

 

 

 

 

手話通訳者・要約筆記者養成

事業 
実施の有無 無 有 有 有 

盲ろう者向け通訳・介助員養

成研修事業 
実施の有無 無 有 有 有 

12 専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業（中核市事業） 

 
盲ろう者向け通訳・介助員派

遣事業 
実施の有無 無 有 有 有 

＜見込量の考え方＞ 
平成 29年度から令和元年度までの実績の伸び率を考慮して、今後 3年間の見込量を推計しました。 
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計画実施の方向性 

・利用者のニーズに応じた日常生活用具を提供できるよう、松本圏域３市５村と連携し、随時

種目の見直しを実施します。 

・手話奉仕員養成研修事業については、質の高い手話奉仕員の養成を目的として、聴覚障害者

の当事者団体と連携して、実践的な手話を学ぶ機会を提供します。 

・松本市の社会資源の状況や利用者のニーズに応じて、障害のある方の地域生活支援の促進を

図るため、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する

地域活動支援センターの機能を充実強化します。 

・事業者と連携を図りながら、安定したサービスが提供できるよう基盤整備等に努めます。 

  ・松本圏域で単価設定を統一することにより、他市村の社会資源の利用できる体制を維持しま

す。 

 

（２）任意事業 
 

事 業 の 概 要 

 

事業名 事業内容 

１ 日常生活支援 

 

 

訪問入浴サービス事業 
居宅において入浴サービスを提供し、障害のある方の身体の清

潔の保持、心身機能の維持等を図る事業 

日中一時支援事業 
障害のある方の日中における活動の場を確保し、日常的に

介護している家族の休息の確保を図る事業 

２ 社会参加支援  

 

レクリエーション活動支援等

事業 

レクリエーション活動を通じて、障害者の体力増強、交流余暇

等に資するため及び障害者が運動に触れる機会を増やすた

め、各種リクリエーション教室などを開催し、障害者が社会参加

活動を行うための環境整備や必要な支援を行う事業 

点字・声の広報等発行事業 点字・声の広報等発行 

奉仕員養成研修事業 点訳奉仕員、朗読奉仕員等を養成：研修開催 

自動車運転免許取得・改造

助成 

自動車運転免許の取得及び自動車の改造に要する費用の

一部を助成する事業 
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各年度における事業量の見込み 

 

事 業 名 単位 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

１ 日常生活支援事業 

 
訪問入浴サービス事業 件数 3,196 3,200 3,200 3,200 

日中一時支援事業 件数 1,167 

 

1,200 1,220 1,240 

 ２ 社会参加支援事業 

 

レクリエーション活動支援等事

業 
実施の有無 無 有 有 有 

点字・声の広報等発行事業 実施の有無 有 有 有 有 

奉仕員養成研修事業 実施の有無 有 有 有 有 

自動車運転免許取得・改造

助成 
件数 4 4 4 4 

＜見込量の考え方＞ 
平成 29年度から令和元年度までの実績の伸び率を考慮して、今後 3 年間の見込量を推計しました。 
 
 

計画実施の方向性 

・「日中一時支援事業」「訪問入浴サービス事業」については、利用ニーズが高く、市外の事

業所や介護保険事業所の協力を得て、事業所の拡充を進めておりますが、引き続き受入体

制の充実を図っていきます。 

・レクリエーション活動支援等事業については、積極的に活動している団体に補助していき

ます。 

・その他の事業についても、支援団体等と連携し、地域で自立した生活が営めるよう、また

社会参加の促進が図られるよう推進します。 

 

 

１３ 計画の見込量到達状況の点検及び評価 
サービス見込量等について到達状況の点検・評価を自立支援協議会、松本市社会福祉審議

会（障害者福祉専門分科会を含む）で行ない、その結果に基づいて必要な対策を実施します。 


